
 

 

 

 令和８年 

 第１回市議会定例会 議案第３５号 

   函館市地域会館条例の一部改正について 

 函館市地域会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和８年２月２５日提出 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

   函館市地域会館条例の一部を改正する条例 

 函館市地域会館条例（平成１６年函館市条例第７５号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第６条第１項中第４号を削り，第５号を第４号とし，第６号を第５号

とし，第７号を第６号とし，第８号および第９号を削り，第１０号を第

７号とし，第１１号を第８号とし，第１２号を第９号とし，同項第１３

号中「，函館市川汲会館および函館市大船会館」を削り，同号を同項第

１０号とし，同項中第１４号を第１１号とし，第１５号を削り，第１６

号を第１２号とする。 

 別表第１中                          

「 

                                

                              」 

「 

                              」 

「 

 

 

                              」 

「 

                              」 

 

を

を

を 

函館市弁才町会館 函館市弁才町２７４番地２ 

函館市原木会館 函館市原木町９８番地１先 

                              

函館市中浜会館 函館市中浜町１０１番地５ 

函館市女那川会館 函館市女那川町１番地先 

函館市御崎会館 函館市恵山町６６３番２地先 

 
函館市中浜会館 函館市中浜町１０１番地５ 

を 

に， 

函館市弁才町会館 函館市弁才町２７４番地２ 

                              

に， 



 

 

 

「 

 

 

                                

                                 

                              」 

「                                

 

                              」 

改める。 

 別表第１０から別表第１２までを次のように改める。 

別表第10から別表第12まで 削除 

別表第１６から別表第１９までを次のように改める。 

別表第16から別表第19まで 削除 

別表第２７中「，函館市川汲会館および函館市大船会館」を削る。 

別表第２９を次のように改める。 

別表第29 削除 

   附 則 

 この条例は，令和９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 原木会館，女那川会館，御崎会館，川汲会館，安浦会館および大船会

館を廃止するため 

を 

函館市尾札部会館 函館市尾札部町５７３番地１ 

函館市川汲会館 函館市川汲町２７２番地１ 

函館市安浦会館 函館市安浦町７１番地１ 

函館市臼尻会館 函館市臼尻町２３４番地１ 

函館市大船会館 函館市大船町２４１番地２ 

函館市尾札部会館 函館市尾札部町５７３番地１ 

函館市臼尻会館 函館市臼尻町２３４番地１ 

 

に 


